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2025 年度大東文化大学教育ローン利子補給金給付申請要項 

 

 

 本学と提携する金融機関の教育ローンを利用し学費を納入した学生に対して、その利息を補填する教育ローン

利子補給金給付を下記の要領にて募集します。教育ローン利子補給金給付を希望する方は、下記の期限までに必

要書類を揃え申請してください。 

 

記 

 

１．給付の対象 

本学と提携する金融機関「オリエントコーポレーション」・「セディナ※」の教育ローンを利用し、 

学費を納入した学生。 

 

※「セディナ」について 

「SMBC ファイナンスサービス株式会社（旧株式会社セディナ）」と本学との教育ローン提携は、諸般の事情により 2021 年 2 月

末日をもって契約終了となりました。 

そのため、2025 年度教育ローン利子補給金給付の対象は契約終了前（2021 年 2 月末日以前）に利用した教育ローンの利息

のみとなります。 

 

 

２．給付人数  80 名以内 

 

３．給付金額  2025 年度の教育ローン利子合計額（2025 年 4月分～2026 年 3 月分） 

※一人につき年度上限額 50,000 円   

 

４. 申請期間    2025 年 10 月 29 日（水）～ 2025 年 11 月 19 日（水）必着〔〆切厳守〕 

         ※申請期間外の受付書類は審査対象外となります。ご注意ください。 

 

５．申請方法    申請書に必要書類を添えて各所属校舎の学生支援課へ提出または郵送してください。 

※書類に不備がある場合は受理できませんので、ご注意ください。 

※郵送の場合は、必ず配達記録の残る「レターパックライト」を使用し、郵送してください。

その際、ご依頼主様保管用シールは控えとして手元に保管してください。 

 

６．提出書類  

①教育ローン利子補給金申請書（後述の「７．申請書類のダウンロード方法」を参照） 

      ②金融機関「オリエントコーポレーション」または「セディナ」の教育ローン契約書のコピー 

      ③教育ローン利子補給金給付振込口座届（保証人の口座） 

      ④給付振込口座の通帳コピー 

 

--------------------※下記書類は 3カ月以内に発行されたものをご提出ください。-------------------- 

⑤住民票（本人および家族全員分、続柄が記載されているもの） 

⑥父母両方の所得証明書【令和 7年度（令和 6年分）】 

 ※ひとり親世帯の場合は、父または母のどちらかの所得証明書を提出すること。 

 ※父母がいない場合は父母に代わり家計を支えている方の所得証明書を提出してください。 

※所得証明書は所得の有無に関わらず必ず提出してください。収入が無い場合(専業主婦等) 

でも“０円”と金額が記載された証明書が必要となります。 

所得証明書の名称は各自治体によって異なります（非課税証明書等） 

※「＊」「－」「空白」等で目隠しされ、金額の確認ができないものは不可。 

※源泉徴収票は不可。 

 

 

 

 



 

 

７.申請書類のダウンロード方法 

       ① DB ポータルにログインしメニューバーの HOME の「キャビネット一覧」を選択 

② キャビネット一覧内の「00 学生キャビネット（全学生共通）」を選択 

③ 「00 学生キャビネット（全学生共通）」内の「61 学生支援センター」を選択 

④ 「03 学内奨学金（各種手続き資料）」を選択 

⑤ 「02 教育ローン利子補給金」を選択 

⑥ 2025 年度教育ローン利子補給金給付「申請要項」・「申請書」・「口座届」をダウンロード 

 

８．提 出 先  所属校舎の学生支援課窓口 

（平日 9：00～17：00 ※11：20～12：20 は除く） 

≪郵送の場合≫ 

 板橋校舎： 〒175-8571 東京都板橋区高島平 1-9-1 大東文化大学 

学生支援課 TEL:03-5399-7317 

 

東松山校舎：〒355-8501 埼玉県東松山市岩殿 560 大東文化大学 

東松山学生支援課 TEL:0493-31-1509 

 

９．審査結果の発表について 

  審査結果を 2025 年 12 月下旬頃に学生本人宛に DBポータルより通知します。 

 

１０．給付について 

採用者の教育ローン利子補給金の給付は 2026 年 1月下旬頃となります。 

  なお、教育ローン利子補給金の振込先は申請者の保証人口座となります。 

 

１１．給付の制限 

  下記の（ア）～（ウ）に該当する者は対象外となります。 

（ア）2025 年度休学中の者および給付申請の翌年度に１年以上の海外留学が決定ないし予定されている者。 

（イ）科目等履修生、委託研修生、研究生、交流学生。 

（ウ）2025 年度中に、給付奨学金、スポーツ奨学金のいずれかを給付された者。 

 

 

以 上 


